
募
集
内
容
お
よ
び
出
展
費
⋯

◎
屋
内
︵
展
示
・
即
売
・
商
談
ほ
か
︶

１
コ
マ(

２
　
×
４
　)

１
０
０
０
円
／
２
日

◎
屋
台
村
︵
展
示
・
即
売
・
飲
食
ほ
か
︶

★
希
望
場
所
選
択
可(

先
着
順)

テ
ン
ト
１
張(

２
間
×
３
間)

１
２
０
０
０
円
／
２
日

※
三
方
幕
な
ど
は
別
途
実
費

コ
ン
テ
ナ
ハ
ウ
ス
１
棟(

棟
続
き
可)

１
２
０
０
０
円
／
２
日

※
サ
イ
ド
パ
ネ
ル
ユ
ニ
ッ
ト
選
択
可

◎
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

１
区
画(

３
　
×
３
　)

５
０
０
円
／
日

申
し
込
み
⋯
出
展
計
画
書
を
工
業
港
湾
係

ま
で
提
出
。
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
つ

い
て
は
電
話
か
窓
口
へ
。

問
合
せ

問
合
せ
　
工
業
港
湾
係
　
☎

　
工
業
港
湾
係
　
☎
89
︱
２
１
８
７

︱
２
１
８
７

ふ
る
さ
と
能
代
じ
ま
ん
市
出
展
募
集

ふ
る
さ
と
能
代
じ
ま
ん
市
出
展
募
集

日時…10月22日㈯・23日㈰
　　　午前９時30分〜午後４時
場所…総合体育館 〜

の
し
ろ
産
業
フ
ェ
ア
２
０
０
５
〜

〜
の
し
ろ
産
業
フ
ェ
ア
２
０
０
５
〜

秋
田
県
立
近
代
美
術
館
移
動
展

〜
県
ゆ
か
り
の
作
家
、日
本
近
代
美
術
を
代
表
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
家
の
作
品
を
ぜ
ひ
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
〜

日時…10月22日㈯・23日㈰
　　　午前９時30分〜午後４時
場所…総合体育館 〜

の
し
ろ
産
業
フ
ェ
ア
２
０
０
５
〜

問
合
せ
　
工
業
港
湾
係
　
☎
89
︱
２
１
８
７

ふ
る
さ
と
能
代
じ
ま
ん
市
出
展
募
集

免除・学生特例納

付を受けた期間の

属する年度

平成 ７ 年度 １６，３１０円 平成１１年度 １５，１９０円

平成 ８ 年度 １６，２６０円 平成１２年度 １４，６００円

平成 ９ 年度 １６，０４０円 平成１３年度 １４，０４０円

平成１０年度 １５，７９０円 平成１４年度 １３，５００円

追　 納 　額

免除・学生特例納

付を受けた期間の

属する年度

追　 納 　額

4

国民年金の保険料は
納期内に納めましょう

期
間
⋯
９
月
18
日
㈰
〜
25
日
㈰

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

※
18
日
は
午
前
10
時
30
分
開
場

場
所
⋯
文
化
会
館
中
ホ
ー
ル
　
観
覧
料
⋯
無
料

秋
田
蘭
画
の
代
表
的
作
家
小
田
野
直
武
の
﹁
不
忍
池
図
﹂

︵
重
要
文
化
財
︶
を
は
じ
め
、
鏑
木
清
方
﹁
紅
萩
﹂
や
下
村

観
山
﹁
三
保
富
士
﹂
な
ど
日
本
画
の
秀
作
、
藤
田
嗣
治
や
小

西
正
太
郎
ら
の
個
性
豊
か
な
油
彩
画
の
数
々
、
秋
田
の
風
土

を
描
い
た
勝
平
得
之
の
版
画
や
多
彩
な
表
現
に
よ
る
彫
刻
、

工
芸
、
書
な
ど
36
人
の
作
家
に
よ
る
全
41
点
を
紹
介
し
ま
す
。

問
合
せ

文
化
係
　
　
☎
89
︱
２
９
５
３

文
化
会
館
　
☎
54
︱
８
１
４
１

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

問
合
せ

国
民
年
金
係
　
☎
89
︱
２
１
６
８

国
民
年
金
に
は
、
申
請
免
除
や
法
定

免
除
な
ど
の
保
険
料
免
除
制
度
や
学
生

納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。

免
除
を
受
け
た
期
間
に
つ
い
て
は
、

年
金
額
を
計
算
す
る
上
で
保
険
料
を
納

付
し
た
と
き
の
３
分
の
１
で
計
算
さ
れ

る
た
め
、
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
学
生
納
付
特
例
の
期
間
に
つ

い
て
は
、
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必

要
な
資
格
要
件
と
し
て
み
ら
れ
ま
す

が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
免
除
な
ど
を
受
け
た
期

間
に
つ
い
て
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

後
か
ら
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
れ
を
追
納
制
度
と
い
い
ま
す
。

免
除
期
間
な
ど
の
あ
る
人
は
、
ゆ
と

り
が
で
き
た
ら
追
納
す
る
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。

17
年
度
中
に
追
納
す
る
場
合
の
金
額

は
次
の
と
お
り
で
す
。


